
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部 保険年金課 給付係

出産育児一時金の支給

徳島市国民健康保険条例

第５条の２第１項

（電話 ６２１－５１５９）

○徳島市国民健康保険条例
（出産育児一時金）
第５条の２ 被保険者が出産したときは，当該被保険者又は当該被保険
者の属する世帯の世帯主に対し，出産育児一時金として４２万円を支
給する。
２ 前項の規定にかかわらず，出産育児一時金の支給は，同一の出産に
つき，健康保険法（大正１１年法律第７０号），船員保険法（昭和１
４年法律第７３号），国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２
８号。他の法律において準用し，又は例による場合を含む。第７条第
２項において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律
第１５２号）の規定によつて，これに相当する給付を受けることがで
きる場合には，行わない。

○徳島市国民健康保険条例施行規則
（出産育児一時金の申請）
第２０条 条例第５条の２の規定により出産育児一時金の支給を受けよ
うとするときは，出産育児一時金支給申請書に次に掲げる書類及び被
保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
 (1) 医師若しくは助産師の証明書又は母子手帳
 (2) 同一の出産につき，条例第５条の２の規定による出産育児一時金

（健康保険法（大正１１年法律第７０号），船員保険法（昭和１４
年法律第７３号），国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２
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８号。他の法律において準用し，又は例による場合を含む。）又は
地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の規定によ
るこれに相当する給付を含む。）の支給を別途申請していないこと
を示す書類

≪直接支払制度≫
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱 による
● 出産育児一時金を医療機関へ支給
国保世帯主が医療機関との間で、出産育児一時金の支給申請及び受取
に係る代理契約を締結することで、出産育児一時金の額を限度として、
医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接
保険者と行うことができる。
● 差額の支給
保険者は、医療機関から請求された出産費用が出産育児一時金未満の
場合、これらの額と代理受取額の差額を、世帯主からの申請により支給
する。
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